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　松伏高校のご協力により情報ビジネス部の皆さんに【スマホ相談員】として
活動いただきました。スマートフォンの操作にお困りの方に明るく・優しく説明し、
相談者の皆さんも有意義な時間を過ごせました。お帰りの際には

「来てよかった」、「また教えて欲しい」とのお声掛けをいただき
ました。

　この度、松伏町社会福祉協議会のインスタグラムを
開設しました。
　いいね！や拡散にご協力よろしくお願いいたします。

「スマホの使い方相談会」を実施しました。

～インスタグラム開設しました！～



　今年も10月１日から共同募金運動が全国一斉に始まります。皆さまの温かいご支援を賜ります
ようお願い申し上げます。
　募金は、強制ではありません。皆さまの善意のご協力をお願い申し上げます。

募金の使いみち

歳末たすけあい事業の申請受け付けが始まります

）金（日11月01年６和令～）金（日02月９年６和令：間期請申
午前８時30分～午後５時15分（土日・祝祭日を除く）

、きだたいし越お接直に）階２ータンセいあれふ（会議協祉福会社町伏松：法方請申
申請書にご記入ください。

区地当担、は合場いなきでがとこくだたいし越お
の民生委員さんへご相談いただくか、郵送による

　　　　　申請も受け付けておりますので、ご連絡ください。

連 絡 先：９９１ー２７００・２７０１

あが査審の会員委討検金護援動運いあけすた末歳、はにるす用利し請申を業事のこ※
りますので、必ずしも利用できるとは限りません。注 意

申請者 社　協 歳末検討
委員会

①申請

④実施

②審査

③決定

皆さまから集まった募金で、松伏町社協では、下記の事業を実施しています。
皆さまのご協力をお願い申し上げます。

※その他、埼玉県内の社会福祉施設や災害支援活動等に配分されます。

①ひとり暮らし高齢者激励事業
②歳末大掃除事業
③ひとり親家庭図書カード配布事業
④新生児絵本配布事業
⑤あったかギフト事業（生活困窮世帯の方）
⑥災害対策事業
⑦紙おむつ配布事業
⑧まつぶし社協だよりの発行
⑨フードパントリーまつぶし事業

方）））））））

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

この「社協だより」は､ 皆さまの社協会費や共同募金配分金などにより発行されています。
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１．歳末大掃除事業

【内　容】ご自宅の一部の掃除を援助します。
【対　象】町内在住の令和６年度社協会員世帯で町民税が非課税の世帯の方であり、申請する住所
　　　　　 地に住居の実態があり、次のいずれかに該当する方
　　　　　 ※生活保護世帯・世帯分離は除きます。
　　　　　 ①松伏町で障害福祉サービス支給認定を受け、障害区分２以上の一人暮らしの方
　　　　　 ②松伏町で介護認定を受け、要介護度２以上の65歳以上のひとり暮らしの方
　　　　　　（昭和34年12月31日以前に生まれた方）
　　　　　 ③75歳以上の高齢者のみの世帯の方（昭和24年12月31日以前に生まれた方）
【自己負担】１，５００円
【添付書類】障害福祉サービス支給認定を受けている方……障害福祉サービス受給者証のコピー
　　　　　 介護認定を受けている方……介護保険被保険者証のコピー
　　　　　 75歳以上の方……氏名・住所・生年月日が確認できる書類のコピー
　　　　　 ※応募多数の場合は、昨年度本事業を利用していない世帯を優先し、抽選とします。

２．ひとり親家庭図書カード配布事業
【内　容】ひとり親家庭に、図書カードを配布します。
【対　象】町内在住・在勤の令和６年度社協会員世帯で、平成18年４月２日以降に生まれた子（未就
　　　　　 学児を除き、就学中に限る）を育てているひとり親家庭　※生活保護受給世帯は除きます
【添付書類】児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費受給者証のコピー
　　　　　 ※上記書類がない場合は、ひとり親家庭だと証明できる書類のコピー

【内　容】１歳児までの新生児へ絵本を配布します。
【対　象】町内在住在勤の令和６年度社協会員世帯で、令和４年９月１日から令和６年８月31日
　　　　　 に生まれた子のいる世帯
【添付書類】氏名、住所、生年月日が確認できる書類のコピー又は子ども医療受給者証のコピー

３．新生児絵本配布事業

■歳末たすけあい各事業及び申請できる要件は次のとおりです。

★認知症サポーター養成講座参加者募集！

日　　時：令和6年9月30日（月）10：00～11：30
会　　場：松伏町ふれあいセンターかがやき
定　　員：20名（先着順）
対　　象：松伏町在住・在勤・在学の高校生以上申込
受付期間：9/2（月）～9/20（金）
申込方法：電話又は下記窓口

お問合せ•お申込み
　松伏町社会福祉協議会
　　電話　048-991-2700

９月は世界アルツハイマー月間です ～認知症への理解を深めよう～

社協の各事業は、皆さまの社協会費や共同募金配分金、一円玉募金などにより地域福祉に役立てられています。
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買い物移動支援サービス事業
歳末激励事業
認知症予防事業（認知症予防ケア教室）
認知症啓発事業（オレンジカフェ）

高齢者福祉事業高齢者福祉事業

まつぶし社協だよりの発行
ボランティアセンターだよりの発行
ホームページ・フェイスブック

情報提供・啓発事業情報提供・啓発事業

地域福祉振興事業地域福祉振興事業

ひとり親家庭への図書カード配布
危険箇所への看板設置
アスポート学習支援後方支援

子育て支援・児童福祉事業子育て支援・児童福祉事業

ボランティア活動及び福祉教育事業

紙おむつの配布
救急医療情報キット設置
高齢者などへの歳末大掃除

在宅福祉事業

障がい者団体の育成及び活動助成
紙おむつの配布
視覚障がい者に対する朗読奉仕事業
障がい者団体交流事業

障がい者福祉事業障がい者福祉事業

協力
松伏町民生委員・児童委員協議会

事業事業

～彩の国ボランティア体験プログラム事業～

～障がい者団体交流会～

～救急医療情報キット～

　皆さまからいただいた社協会費や共同募金配分金などを財源として、地域の皆さま
からご協力をいただき、様々な事業を行いました。

～福祉車両の貸出～～福祉車両の貸出貸 ～

在在在宅宅福福祉祉祉祉事事事業業在在宅宅福福祉祉事事事業業令和５年度　事業報告（主な事業）

～認知症予防ケア教室～

小地域福祉活動への助成
福祉機器及び福祉車両貸出
世代間交流事業への助成
ふれあい・いきいきサロン
健康マージャンサロン「ふらっと」

福祉教育活動の支援
彩の国ボランティア体験プログラム事業
ボランティア活動への助成
ボランティアしゃべり場

～健康マージャンサロン「ふらっと」～

～危険個所看板設置～

～まつぶし社協だより～

この「社協だより」は､ 皆さまの社協会費や共同募金配分金などにより発行されています。
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大川戸にあるティーエス・トラスト様のご協力により社会貢献型自動販売機を
設置しました。代表の田中様からは「もともと自動販売機の設置を検討して
いた所、地域貢献も出来る自動販売機があると知り申込みをしました。」と
伺いました。松伏町社会福祉協議会では社会貢献型自動販売機の設置を広く
募集しています。施設・ご自宅・会社の一角へ自動販売機の設置にご協力
いただけませんか。

社会貢献型自動販売機第２号を設置しました
あなたの１本で誰かの笑顔が生まれる♥



【法人全体】
収入　238,846,443円
（内部取引6,492,000円除く）

支出　218,150,559円
（内部取引6,492,000円除く）

【法人全体】

【事業項目別収支】

令和５年度　決算報告

地域福祉事業 収入（円） 支出（円）

法人運営事業
ボランティアセンター事業
共同募金配分金事業
福祉サービス利用援助事業
福祉資金貸付金事業
地域福祉活動推進事業
心配ごと相談所運営事業
ふれあいセンター指定管理事業
生活支援体制整備事業

デイサービス事業 収入（円） 支出（円）

デイサービス指定管理業務

放課後児童健全育成事業 収入（円） 支出（円）

学童クラブ指定管理事業

障害介護事業 収入（円） 支出（円）

障害者訪問介護事業

自動販売機設置事業 収入（円） 支出（円）

自動販売機設置事業

訪問介護事業 収入（円） 支出（円）

居宅介護支援事業
老人訪問介護事業

障害福祉サービス事業 収入（円） 支出（円）

かるがもセンター生活介護
かるがもセンター就労支援B型

収入　253,380,133円
（内部取引25,014,382円除く）

支出　228,907,537円
（内部取引25,014,382円除く）

77,559,578
1,719,317
1,741,263
687,343
3,573,735
7,591,136
1,083,842
7,762,240
1,835,000

5,769,383

62,087,254
1,001,988
1,741,263
687,343
150,000
6,941,381
1,053,986
7,676,137
1,784,526

5,312,147

87,970,630

2,872,850

55,259

26,548,208
7,989,774

32,370,660
11,264,297

87,970,630

631,260

55,259

26,548,208
7,989,774

31,026,466
11,264,297

寄付金
（1％）

会費会費
（2％）（2％）

繰越金収入繰越金収入
（9％）（9％）

障害福祉サービス事業障害福祉サービス事業
（10％）（10％）

介護保険事業介護保険事業
（5％）（5％）

事業費事業費
（10％）（10％）

受託金受託金
（37％）（37％）

補助金補助金
（24％）（24％）

会費
（2％）

繰越金収入
（9％）

積立資産取崩収入
（2％）

障害福祉サービス事業
（10％）

介護保険事業
（5％）

事業費
（10％）

受託金
（37％）

補助金
（24％）

積立資産支出
（2％）

負担金
（1％）

就労支援事業
（1％）

事業費事業費
（14％）（14％）

事務費事務費
（9％）（9％）

受託事業受託事業
（73％）（73％）

事業費
（14％）

事務費
（9％）

受託事業
（73％）

社協の各事業は、皆さまの社協会費や共同募金配分金、一円玉募金などにより地域福祉に役立てられています。
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新生活基本セット 95,000円（税込104,500円）～



職場体験受入れ先：

町内各介護施設（※１）・事業所

を予定

実施期間：１２月～１月（１～３日）

マッチング施設：

町内各介護施設（※１）・事業所

を予定

実施期間：２月（日程未定）

※1：特別養護老人ホーム・介護老人保健施設

介護職として働きたい

参加者募集！
厚生労働省では、多様な人材の確保に向けて、介護分野への介護未経験者の参入を促進するため、より多くの方が

介護を知る機会とするとともに、介護分野で働く際の不安を払拭できるよう、介護に関する入門的研修の実施に関

する基本的な事項を定め、研修実施を推進しています。

松伏町では令和６年度において、下記のとおり介護職の人材確保を支援するための事業を実施いたします。

基礎講座 介護施設等で 介護職場との   就職
入門講座 講座受講 介護の体験 マッチング支援

参加申込み （職場体験） (職場の紹介、就職支援) 決定
（３月下旬頃）

基礎講座・入門講座の概要

この「社協だより」は､ 皆さまの社協会費や共同募金配分金などにより発行されています。
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～～たすけあいボランティア登録説明会のご案内～たすけあいボランティア登録説明会のご案内～
　この度、たすけあいボランティア制度を試行的に行うにあたり、たすけあいボラ
ンティアの登録者を募集及び制度について説明する機会を設けるべく、「たすけあ
いボランティア登録説明会」を開催することといたしました。
　日常のちょっとした困りごとをボランティアの皆さまにサポートしていただくも
のです。
　たすけあいボランティアの詳細については、当日ご説明します。
　皆様の出席・登録をお待ちしております。

説明会日時 令和６年９月27日（金）１４：００～１５：００
会 場 ふれあいセンターかがやき多目的室１（１階）
説 明 松伏町社会福祉協議会地域福祉係職員
申 込 方 法 事前にお電話でお申込ください。
申 込 期 間 令和６年９月２日（月）～９月16日（月）
問 合 せ 048-991-2700

　※登録時、当ボランティアセンターのＬＩＮＥに友達登録をお願いします。
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工場直販めん市場

毎月最終金曜・土曜は
めん市場！

株式会社菅野製麺所

TEL

～彩の国ボランティア体験プログラム～
　

児童館ちびっ子らんどでボランティア児童館ちびっ子らんどでボランティア
　メニュー：①児童館ちびっ子らんどで冬休みボランティア
　　　　　②児童館ちびっ子らんどでボランティア
日　　程：①１２月２５日（水）～２７日（金）
　　　　　　１０時００分～１６時００分
　　　　　②随時（長期休暇期間を除く）
　　　　　　１０時００分～１６時００分
内　　容：来館者対応
持 ち 物：エプロン
　　　　　動きやすい服装（スカート不可・華美な服装不可）
　　　　　爪は短く切ってください
定　　員：各日２名
対象年齢：中学生以上
申込期限：９月２７日（金）１７：００まで
注意事項：体調が悪い場合は参加できません
　

～セカンドライフについての金融講座のご案内～
　定年退職後の生活に関する様々な金融の理解を深めること等につい
て、「セカンドライフの金融講座」を開催します。

　　　　　　　　　　　　　　　
日時内容等　令和６年11月6 日（水）　19：00 ～ 20：30
　　　　　　　　①セカンドライフを充実するためには？
　　　　　　　　②年金だけで生活していくためには？
　　　　　　　　③老後も豊かな生活を送るためには？
講　　　師　株式会社栃木銀行
会　　　場　ふれあいセンターかがやき１階　多目的室１
参加対象者　町内在住在勤の方（高校生以上）
定      　員　30名（先着順）
参　加　費　100円
申 込 方 法　電話又は右記のＱＲコードからお申込み下さい
申 込 期 限　9 月 6 日（金）～ 9 月27日（金）まで
電　　　話　048-991-2700



皆さまから寄せていただきました善意は、　　　皆さまから寄せていただきました善意は、　　　
　　　社会福祉事業に使用させていただきます。　　　社会福祉事業に使用させていただきます。

　認知症にならないためには、日頃から予防を意識して生活することが大切だと言われています。
　毎日を楽しく活き活きと過ごし、いくつになっても自立した生活がおくれるように、地域の皆さ
んと一緒に認知症予防に取り組んでいきましょう。

「法の日」の行事として、埼玉弁護士会越谷支部の弁護士が、離婚、相続、
借金、交通事故の問題などあらゆる法律問題にお応えします。
開 催 日
場　　所：越谷市中央市民会館　越谷市越ヶ谷４－１－１（越谷駅東口から徒歩７分）
時　　間：午後1時30分～午後４時00分（1人　30分以内）
申　　込
　　　　　   
問合せ先：埼玉弁護士会越谷支部　事務局　
　　　　　  （月～金曜日　午前10時～午後４時30分）

開催場所
日　　時

　　　　　持 ち 物：汗拭きタオル・水分補給用（水、麦茶等）・筆記用具
内　　容：・認知症という病気について学ぶ
　　　　　・リズムに合わせて簡単にでき毎日続けていける体操
　　　　　・脳を活性化するトレーニング　　　　　　　　　　　　
　　　　　・懐かしいメロディーにのってリラクゼーション
申し込み

松伏町社会福祉協議会　０４８－９９１－２７００

操
　

3,000円
5,000円
20,000円
50,000円
30,000円
10,000円
195,610円

　　　　　　　　　　　　　≪令和６年５月１日～令和６年７月31日≫（順不同・敬称略）

池上　彰
第５区連合会金属置場
松伏心身障がい児・者親の会スマイルクラブ
松伏町経済同友会
ダイセーロジスティクス（株）松伏ハブセンター
鈴木潤一
匿名２件

：令和６年 10月１日（火）

：事前予約制（９月17日　午前10時から受付開始）※先着順

～令和６年度認知症予防事業～

：ふれあいセンターかがやき　2階　多目的室２
：10月28日（月）・11月25日（月）・12月23日（月）　※１月はお休み
　いずれも午後 1時30分～ 3時00分

：９月２日（月）から各回電話にて受付いたします。（先着 25名）

この「社協だより」は､ 皆さまの社協会費や共同募金配分金などにより発行されています。

まつぶし社協だより●令和６年９月161
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皆さまから寄せていただきました善意は、　　　皆さまから寄せていただきました善意は、　　　
　　　社会福祉事業に使用させていただきます。　　　社会福祉事業に使用させていただきます。

　認知症にならないためには、日頃から予防を意識して生活することが大切だと言われています。
　毎日を楽しく活き活きと過ごし、いくつになっても自立した生活がおくれるように、地域の皆さ
んと一緒に認知症予防に取り組んでいきましょう。

「法の日」の行事として、埼玉弁護士会越谷支部の弁護士が、離婚、相続、
借金、交通事故の問題などあらゆる法律問題にお応えします。
開 催 日
場　　所：越谷市中央市民会館　越谷市越ヶ谷４－１－１（越谷駅東口から徒歩７分）
時　　間：午後1時30分～午後４時00分（1人　30分以内）
申　　込
　　　　　   
問合せ先：埼玉弁護士会越谷支部　事務局　
　　　　　  （月～金曜日　午前10時～午後４時30分）

開催場所
日　　時

　　　　　持 ち 物：汗拭きタオル・水分補給用（水、麦茶等）・筆記用具
内　　容：・認知症という病気について学ぶ
　　　　　・リズムに合わせて簡単にでき毎日続けていける体操
　　　　　・脳を活性化するトレーニング　　　　　　　　　　　　
　　　　　・懐かしいメロディーにのってリラクゼーション
申し込み

松伏町社会福祉協議会　０４８－９９１－２７００

操
　

3,000円
5,000円
20,000円
50,000円
30,000円
10,000円
195,610円

　　　　　　　　　　　　　≪令和６年５月１日～令和６年７月31日≫（順不同・敬称略）

池上　彰
第５区連合会金属置場
松伏心身障がい児・者親の会スマイルクラブ
松伏町経済同友会
ダイセーロジスティクス（株）松伏ハブセンター
鈴木潤一
匿名２件

：令和６年 10月１日（火）

：事前予約制（９月17日　午前10時から受付開始）※先着順

～令和６年度認知症予防事業～

：ふれあいセンターかがやき　2階　多目的室２
：10月28日（月）・11月25日（月）・12月23日（月）　※１月はお休み
　いずれも午後 1時30分～ 3時00分

：９月２日（月）から各回電話にて受付いたします。（先着 25名）

社協の各事業は、皆さまの社協会費や共同募金配分金、一円玉募金などにより地域福祉に役立てられています。

まつぶし社協だより●令和６年９月161
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●認知症や障がいのある方を介護している方なら、どなたでも参加できます。
●在宅介護、施設介護、遠距離介護など、介護の在り方は問いません。
●認知症等の人を介護する方同士がお互いに話し合い、耳を傾けあう場です。
●ひとりで悩まず、ここであなたの思いを話してみませんか

日　時　　令和６年10月19日（土）　午前10時～11時30分
場　所　 　松伏町ふれあいセンターかがやき　１階　多目的室１
対　象　 　認知症や障がい者を介護している方、ケアラー、家族
内　容　 　認知症や障がいのことを一人で悩まず思いを語りましょう。
協　力　 　南部地域包括センター・北部地域包括センター

生きる活力は
笑顔ある暮らし！

通常規模通所介護施設

大川戸1747-1　048-940-6136

デイサービス
穂の華

TEL 080-4389-2136

令和６年５月に新規オープンしました～リハビリフィットネス＆ボディメンテナンス～

健康マージャンサロン「ふらっと」のご案内
　健康マージャンとは、「（お金を）賭けない、（お酒を）飲まない、（タバコを）吸わない」をモットー
に、初心者でも分かりやすく健康的に楽しめる活動です。
　また、脳が活性化し、脳トレになるとともに、認知症予防効果が高いとも言われています。
　皆さまのご参加をお待ちしております。
　
 活 動 日   10月 2 日（水）・11月 6 日（水）・ 

12月 4 日（水）・ 1 月 8 日（水） 
各日 13：00 ～ 16：00

 活動場所  ふれあいセンターかがやき
 参 加 費  1 回 300 円

 申込方法  ※事前に電話でお申込みください。
 申込期間   9 月 5 日（木）・6 日（金） 

各日 9：00 ～ 17：00
 定　　員  40 名（申込多数の場合は抽選）
 問 合 せ  048-991-2700

緑の丘公園での健康マージャン「ふらっと」
　緑の丘公園での対象者は、マージャン経験有りの方に限定させていただきますので、予めご了承
ください。
　
 活 動 日   10月31日（木）・11月21日（木）・ 

12月19日（木）・ 1 月30日（木） 
各日 13：00 ～ 16：00

 活動場所  緑の丘公園レクチャー室
 参 加 費  1 回 300 円
 定　　員  20 名（申込多数の場合は抽選）

 対 象 者  マージャン経験有りの方
 申込方法  事前にお電話でお申込みください。
 申込期間   9 月 9 日（月）～ 9 月11日（水） 

各日 9：00 ～ 17：00
 問 合 せ  048-991-2700



この「社協だより」は､ 皆さまの社協会費や共同募金配分金などにより発行されています。

まつぶし社協だより●令和６年９月161
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障がい福祉サービス事業所  松伏町立かるがもセンター
住所／松伏町田島 1524　　992 4132　　992 4135電話 ℻

　今年は、かるがもセンターで収穫した野菜を使って、
カレーライスとサラダを作りました。
　みんなで協力して作ったカレーライスは、今年も
美味しく出来上がりました！
　ロータリークラブの皆さまからは、お米とジュース
をプレゼントして頂きました。いつもありがとうござ
います。たくさんのかたのご協力もあり、楽しい一日
となりました。

　
通所型サービスＡデイサービス通所型サービスＡデイサービス

かるがもセンターカレーパーティーかるがもセンターカレーパーティー

～デイサービスつくしんぼ空き状況～
水・金の午後は利用可能です（短い時間を有意義に過ごしましょう）

見学ＯＫ　お待ちしています！
　
午後は地域との交流で外出事業も行っています。午後は地域との交流で外出事業も行っています。

　　～メロディーでのコンサート鑑賞へ～
　　
　
　
　
　
　
　
　
～利用者の皆さんと七夕飾りを作りました～



日　　時 内　　容● 開催場所
 　まつぶし緑の丘公園
　 サークル室１・２
● 参加費
　 200円

～オレンジカフェに参加してみませんか？～
　オレンジカフェは、認知症について考え、みんなで語り合い認知症の理解を深めて
います。ぜひ皆さんも一緒に認知症について考えてみませんか?

 

松伏町学童クラブ
　今年も、夏は災害級の暑さでしたが、町内の５学童クラブでは
行事などを工夫して楽しい保育活動に努めました。
　各学童クラブの夏の様子を紹介します（どんぐり学童クラブ・なごみ学童クラブは、合同で行事を
行っています。）。

いるかクラブ りす学童クラブ

杉の子学童クラブ どんぐり学童クラブ・なごみ学童クラブ

学童クラブ
今夏の様子

 ９月12日(木)13：30 ～ 15：00 敬老会
10月10日(木)13：30 ～ 15：00 
11月14日(木)13：30 ～ 15：00

お薬の話
カラダを動かしてみよう

社協の各事業は、皆さまの社協会費や共同募金配分金、一円玉募金などにより地域福祉に役立てられています。

まつぶし社協だより●令和６年９月161
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第８回松伏町社会福祉大会開催

マイナンバーカードと健康保険証の紐付け等サポート会
ご自身のマイナンバーカードを、厚生労働省公式のマイナポータルサイトにアクセスさせ、健康保険証・
給付金振込口座を紐付けする操作を支援します。

持ち物・条件等の詳細は「まつぶし社協だより6月号の10頁」をご覧ください。
　

【お問合せ・お申込み】松伏町社会福祉協議会　電話048-991-2700
この「社協だより」は､ みなさんの社協会費や共同募金配分金などにより発行されています。

まつぶし社協だより●令和６年９月161

【～開催日時一覧～ 会場：ふれあいセンター・かがやき２階】

開催月 開催日 開催時間 予約開始日 開催月 開催日 開催時間 予約開始日

令和６年
10月

３日（木） 14：00 ～ 16：00

9/5（木）
令和７年

 １月
１６日（木） 14：00 ～ 16：00

12/5（木）
２４日（木） 14：00 ～ 16：00 ２３日（火） 14：00 ～ 16：00

２９日（火） 11：00 ～ 13：00
2 月

７日（金） 14：00 ～ 16：00 令和７年
1/6（月）

11月
5 日（火） 11：00 ～ 13：00

10/7（月）
１７日（月） 10：00 ～ 12：00

２６日（火） 11：00 ～ 13：00
3 月

　４日（火） 11：00 ～ 13：00
2/5（水）

12月
　３日（火） 11：00 ～ 13：00

11/5（火）
１１日（火） 11：00 ～ 13：00

１０日（火） 11：00 ～ 13：00

5年ごとに開催する松伏町社会福祉大会を下記の日程で開催いたします。

【第１部】　１３：００～式典

多年にわたり社会福祉の発展に功労のあった方々の表彰、大会スローガン、

大会宣言など、松伏町の社会福祉の更なる充実をめざす機会とします。

【第２部】　１３：５０～アトラクション

地域で活動されている各種団体による発表や記念講演等

日時：�令和６年１２月８日（日）�

13：00～15：30（受付開始：正午）

会場：�松伏町中央公民館�

（田園ホール・エローラ）

ステージ４、
そして認知症

。

そんな母のた
めに僕がした

こと。

よしもと埼玉県住みます芸人

講 演 会


